
クボタグループの環境保全活動と関連するSDGsおよびターゲットの⼀覧
気候変動
への対応

循環型社会
の形成

⽔資源
の保全

化学物質
の管理

⽣物多様性
の保全

環境配慮
製品・サービス
の拡充

SDG2 飢餓に終⽌符を打ち、⾷糧の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、
持続可能な農業を推進する

2.4
2030年までに、⽣産性を向上させ、⽣産量を増やし、⽣態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、⼲ばつ、洪
⽔及びその他の災害に対する適応能⼒を向上させ、漸進的に⼟地と⼟壌の質を改善させるような、持続可能な⾷料
⽣産システムを確保し、強靭 （レジリエント）な農業を実践する。

〇 〇 〇

SDG6 すべての⼈々に⽔と衛⽣へのアクセスと持続可能な管理を確保する

6.1 2030年までに、すべての⼈々の、安全で安価な飲料⽔の普遍的かつ衡平なアクセスを達成する。 〇

6.2 2030年までに、すべての⼈々の、適切かつ平等な下⽔施設・衛⽣施設へのアクセスを達成し、野外での排泄をなく
す。⼥性及び⼥児、ならびに脆弱な⽴場にある⼈々のニーズに特に注意を払う。 〇

6.3 2030年までに、汚染の減少、投棄の廃絶と有害な化学物・物質の放出の最⼩化、未処理の排⽔の割合半減及び
再⽣利⽤と安全な再利⽤の世界的規模で⼤幅に増加させることにより、⽔質を改善する。 〇 〇 〇 〇 〇

6.4 2030年までに、全セクターにおいて⽔利⽤の効率を⼤幅に改善し、淡⽔の持続可能な採取及び供給を確保し⽔不
⾜に対処するとともに、⽔不⾜に悩む⼈々の数を⼤幅に減少させる。 〇 〇

6.a 2030年までに、集⽔、海⽔淡⽔化、⽔の効率的利⽤、排⽔処理、リサイクル・再利⽤技術を含む開発途上国におけ
る⽔と衛⽣分野での活動と計画を対象とした国際協⼒と能⼒構築⽀援を拡⼤する。 〇 〇 〇

SDG7 すべての⼈々に⼿ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する

7.2 2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再⽣可能エネルギーの割合を⼤幅に拡⼤させる。 〇

7.3 2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 〇 〇

7.a
2030年までに、再⽣可能エネルギー、エネルギー効率及び先進的かつ環境負荷の低い化⽯燃料技術などのクリーン
エネルギーの研究及び技術へのアクセスを促進するための国際協⼒を強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネル
ギー技術への投資を促進する。

〇 〇 〇

SDG9 レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡⼤を図る

9.4 2030年までに、資源利⽤効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導⼊拡⼤を通じたイン
フラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。すべての国々は各国の能⼒に応じた取組を⾏う。 〇 〇 〇 〇 〇 〇

9.5
2030年までにイノベーションを促進させることや100万⼈当たりの研究開発従事者数を⼤幅に増加させ、また官⺠研
究開発の⽀出を拡⼤させるなど、開発途上国をはじめとするすべての国々の産業セクターにおける科学研究を促進し、
技術能⼒を向上させる。

〇 〇 〇 〇 〇

SDG11 都市と⼈間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする

11.3 2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な⼈間居
住計画・管理の能⼒を強化する。 〇 〇

11.5 2030年までに、貧困層及び脆弱な⽴場にある⼈々の保護に焦点をあてながら、⽔関連災害などの災害による死者や
被災者数を⼤幅に削減し、世界の国内総⽣産⽐で直接的経済損失を⼤幅に減らす。 〇 〇

11.6 2030年までに、⼤気の質及び⼀般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の
⼀⼈当たりの環境上の悪影響を軽減する。 〇 〇 〇

11.b
2020年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ（レジリエンス）を⽬指す総合的政
策及び計画を導⼊・実施した都市及び⼈間居住地の件数を⼤幅に増加させ、仙台防災枠組2015-2030に沿っ
て、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を⾏う。

〇 〇 〇

SDG12 持続可能な消費と⽣産のパターンを確保する

12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利⽤を達成する。 〇 〇 〇 〇 〇

12.4
2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質やすべての廃
棄物の管理を実現し、⼈の健康や環境への悪影響を最⼩化するため、化学物質や廃棄物の⼤気、⽔、⼟壌への放
出を⼤幅に削減する。

〇 〇 〇 〇

12.5 2030年までに、廃棄物の発⽣防⽌、削減、再⽣利⽤及び再利⽤により、廃棄物の発⽣を⼤幅に削減する。 〇 〇 〇

12.8 2030年までに、⼈々があらゆる場所において、持続可能な開発及び⾃然と調和したライフスタイルに関する情報と意
識を持つようにする。 〇

12.a 開発途上国に対し、より持続可能な消費・⽣産形態の促進のための科学的・技術的能⼒の強化を⽀援する。 〇 〇 〇 〇 〇

SDG13 気候変動とその影響に⽴ち向かうため、緊急対策を取る

13.1 すべての国々において、気候関連災害や⾃然災害に対する強靱性（レジリエンス）及び適応の能⼒を強化する。 〇 〇 〇

13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、⼈的能⼒及び制度機能を改善する。 〇 〇 〇

SDG14 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利⽤する

14.1 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防⽌し、⼤
幅に削減する。 〇 〇 〇 〇

SDG15 陸上⽣態系の保護、回復および持続可能な利⽤の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、⼟地劣化
の阻⽌および逆転、ならびに⽣物多様性損失の阻⽌を図る

15.1 2020年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、⼭地及び乾燥地をはじめとする陸域⽣態系と内陸淡
⽔⽣態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利⽤を確保する。 〇 〇 〇 〇

15.2 2020年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻⽌し、劣化した森林を回復
し、世界全体で新規植林及び再植林を⼤幅に増加させる。 〇

15.4 2030年までに持続可能な開発に不可⽋な便益をもたらす⼭地⽣態系の能⼒を強化するため、⽣物多様性を含む
⼭地⽣態系の保全を確実に⾏う。 〇 〇

15.9 2020年までに、⽣態系と⽣物多様性の価値を、国や地⽅の計画策定、開発プロセス及び貧困削減のための戦略及
び会計に組み込む。 〇 〇

15.a ⽣物多様性と⽣態系の保全と持続的な利⽤のために、あらゆる資⾦源からの資⾦の 動員及び⼤幅な増額を⾏う。 〇


